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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雌雄のコネクタの雄コネクタに係合する治具係止部及び雌コネクタに係合する治具押し
込み部とからなる治具引っ掛け部と、
　前記治具引っ掛け部と一体に形成されて、治具係止部を支点に前記治具引っ掛け部を回
動させることで前記治具押し込み部を回動させて、雌コネクタを雄コネクタに嵌合させる
治具握り部とからなる嵌合補助治具を用いて雌雄のコネクタが嵌合するコネクタにおいて
、
　前記雌コネクタには、前記作用点突起と、
　前記雌コネクタの外側に突設され前記雄コネクタに挿入した際に該雌コネクタを係止す
る雌仮係止突起と、
　前記雌コネクタの外側に突設され該雌コネクタを仮係止位置に保持するための雌仮係止
抜け止めとが設けられ、
　前記雄コネクタには、前記支点突起と、
　前記雄コネクタの内側に突設され前記雌コネクタが挿入されると前記雌仮係止突起が乗
り越えられる雄仮係止突起と、
　前記雄コネクタの内側に突設され前記雌仮係止抜け止めと当接することにより、雌雄の
コネクタを仮係止位置に保持する雄仮係止抜け止めとが設けられていることを特徴とする
嵌合補助治具を用いて雌雄のコネクタが嵌合するコネクタ。
【請求項２】
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　前記治具係止部は雄コネクタの支点突起に係合する切欠状の支点係合部であり、
　前記治具押し込み部は雌コネクタの作用点突起に係合する作用点係合部であることを特
徴とする請求項１に記載の嵌合補助治具を用いて雌雄のコネクタが嵌合するコネクタ。
【請求項３】
　前記治具引っ掛け部は、嵌合状態の雌雄の雄コネクタに係合し、治具係止部を支点に前
記治具引っ掛け部を前記雌雄のコネクタの嵌合時と逆方向に回動させることで雄コネクタ
から雌コネクタを抜き出す治具抜き出し部を有することを特徴とする請求項１または請求
項２のいずれか１項に記載の嵌合補助治具を用いて雌雄のコネクタが嵌合するコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、嵌合補助治具を用いてコネクタを嵌合する嵌合補助治具及びこれを用いたコ
ネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、雄ハウジングと雌ハウジングを嵌合させるために、例えば、特開２００２－
３５９０２８号公報（特許文献１）に記載されたレバー式コネクタが提案されている。こ
のレバー式コネクタは、レバーが一側を支点として回動することによるてこの作用を利用
して雌雄のハウジングを嵌合させることにより、嵌合作業の確実性等を図ることができる
ものである。
【０００３】
　図１９から図２２に示すように、レバー式コネクタ１００は、雄ハウジング１１３と、
この雄ハウジング１１３に長手方向の一側と他側との間が接続されて回動自在なレバー１
１５と、このレバー１１５を雄ハウジング１１３に接続するための接続部１１７と、雄ハ
ウジング１１３が収容、嵌合される雌ハウジング１１９とを備えている。
【０００４】
　このようなレバー式コネクタ１００では、上述した接続部１１７は、突起部１３３、１
３３と係合穴１２３、１２３とがそれぞれ係合し、雄ハウジング１１３にレバー１１５の
一側と他側との間を接続し、突起部１３３、１３３を軸にレバー１１５を回動させるよう
になっている。
【０００５】
　そして、雄ハウジング１１３と雌ハウジング１１９とを嵌合させるとき、レバー１１５
の係合突起１２５、１２５を雌ハウジング１１９の係合溝１３１、１３１の係合段部１２
９、１２９に係合させて支点とし、レバー１１５の操作部１２０を雄ハウジング１１３と
雌ハウジング１１９との嵌合方向の前端側である下方に押圧して回動させる。
【０００６】
　このとき、雄ハウジング１１３は、回動したレバー１１５のてこの作用と、操作部１２
０を押圧する押圧力により雄ハウジング１１３に設けられた突起部１３３、１３３に力が
かかって直接押圧されることとにより全体として下方に移動する。この結果、雄ハウジン
グ１１３は、雌ハウジング１１９のフード部１２７内に嵌合される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－３５９０２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述した従来のレバー式コネクタ１００では、レバー１１５を雌ハウジ
ング１１９に係合させて支点とし、レバー１１５を下方に押圧して回動させることによっ
て雌雄のハウジング１１３、１１９を嵌合させるため、レバー１１５を係止する等の構成
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部品が多く、構成部品を管理する工程が増え製造コストが高くなるという問題があった。
【０００９】
　また、従来のレバー式コネクタ１００では、レバー１１５を回動することによって雌雄
のハウジング１１３、１１９を嵌合させるため、一度、雌雄のハウジング１１３、１１９
を嵌合してしまうと、レバー１１５は、なんら使用されずレバー式コネクタ１００に装着
されたままとなり、構成部品の重量が重くなるという問題があった。
【００１０】
　そこで、本発明はこのような従来の課題を解決するためになされたものであり、その目
的とするところは、構成部品点数及び構成部品の重量が少なく、製造コストの低減を図る
ことができる嵌合補助治具及びこれを用いたコネクタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に記載の発明は、雌雄のコネクタの雄コネクタに係合する治具係止部及び雌コ
ネクタに係合する治具押し込み部とからなる治具引っ掛け部と、前記治具引っ掛け部と一
体に形成されて、治具係止部を支点に前記治具引っ掛け部を回動させることで前記治具押
し込み部を回動させて、雌コネクタを雄コネクタに嵌合させる治具握り部とからなる嵌合
補助治具を用いて雌雄のコネクタが嵌合するコネクタにおいて、前記雌コネクタには、前
記作用点突起と、前記雌コネクタの外側に突設され前記雄コネクタに挿入した際に該雌コ
ネクタを係止する雌仮係止突起と、前記雌コネクタの外側に突設され該雌コネクタを仮係
止位置に保持するための雌仮係止抜け止めとが設けられ、前記雄コネクタには、前記支点
突起と、前記雄コネクタの内側に突設され前記雌コネクタが挿入されると前記雌仮係止突
起が乗り越えられる雄仮係止突起と、前記雄コネクタの内側に突設され前記雌仮係止抜け
止めと当接することにより、雌雄のコネクタを仮係止位置に保持する雄仮係止抜け止めと
が設けられていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、前記治具係止部は雄コネクタの支点突起に係合する切欠状の
支点係合部であり、前記治具押し込み部は雌コネクタの作用点突起に係合する作用点係合
部であることを特徴とする。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、前記治具引っ掛け部は、嵌合状態の雌雄の雄コネクタに係合
し、治具係止部を支点に前記治具引っ掛け部を前記雌雄のコネクタの嵌合時と逆方向に回
動させることで雄コネクタから雌コネクタを抜き出す治具抜き出し部を有することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１５】
　雌雄のコネクタを嵌合させる嵌合補助治具は、雌雄のコネクタの一方に係合する治具係
止部及び他方に係合する治具押し込み部とからなる治具引っ掛け部と、治具引っ掛け部と
一体に形成されて、治具係止部を支点に治具引っ掛け部を回動させることで治具押し込み
部を回動させて、他方のコネクタを一方のコネクタに嵌合させる。そのため、雌雄のコネ
クタを嵌合させた後、嵌合補助治具を外すことでコネクタの構成部品の重量を軽くするこ
とができる。
【００１６】
　また、雌雄のコネクタを嵌合させた後、嵌合補助治具を外すため、嵌合後に嵌合補助治
具を係止するための構成部品を削除することができる。
【００１７】
　従って、従来の雌雄のコネクタを嵌合させた後、レバーを装着したままのレバー式コネ
クタと比較して、構成部品点数及び構成部品の重量が少なく、製造コストの低減を図るこ
とができる嵌合補助治具及びこれを用いたコネクタを提供することが可能となる。
【００１８】
　治具係止部は一方のコネクタの支点突起に係合する切欠状の支点係合部であり、治具押
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し込み部は他方のコネクタの作用点突起に係合する作用点係合部である。このため、一方
のコネクタの支点突起及び他方のコネクタの作用点突起の直径が同一であり、コネクタの
支点突起と他方のコネクタの作用点突起間が同一であれば、雌雄コネクタが異なる場合で
あっても、同一の嵌合補助治具により雌雄コネクタを嵌合することが可能である。従って
、一種類の嵌合補助治具で複数種類の大きさのコネクタを嵌合することにより汎用性の高
い嵌合補助治具及びこれを用いたコネクタを提供することができる。
【００１９】
　治具引っ掛け部は、嵌合状態の雌雄のコネクタの一方に係合し、治具係止部を支点に治
具引っ掛け部を雌雄のコネクタの嵌合時と逆方向に回動させることで一方のコネクタから
他方のコネクタを抜き出す治具抜き出し部を有する。このため、一種類の嵌合補助治具で
コネクタの嵌合及び離脱することができ、さらに、嵌合用と離脱用の嵌合補助治具を製作
する必要がないのでコストの低減を図ることができる。
【００２０】
　雌コネクタの外側に突設された雌仮係止抜け止めと、雄コネクタの内側に突説された雄
仮係止抜け止めが当接することにより、雌雄のコネクタを仮係止位置に保持する。そのた
め、嵌合補助治具を装着し易くなり、容易に雌雄のコネクタを嵌合させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具及びコネクタの斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具の側面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る雌雄コネクタの仮係止状態を示す図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る仮係止状態の雌雄コネクタに嵌合補助治具を装着し
た図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る雌雄コネクタを嵌合する経過を示す図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具を回動した図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係る雌雄コネクタを嵌合した図である。
【図８】本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具を取り外した図である。
【図９】本発明の第１実施形態に係る雌雄コネクタの側面図である。
【図１０】本発明の第１実施形態に係る雌雄コネクタのＡ－Ａ断面図である。
【図１１】本発明の第１実施形態に係る雌雄コネクタのＢ－Ｂ断面図である。
【図１２】本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具の汎用性を説明するための図である
。
【図１３】本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具の汎用性を説明するための図である
。
【図１４】本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具の汎用性を説明するための図である
。
【図１５】本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具を用いた雌雄コネクタの効果につい
て説明するための図である。
【図１６】本発明の第２実施形態に係る嵌合補助治具及びコネクタの斜視図である。
【図１７】本発明の第３実施形態に係る嵌合補助治具の側面図である。
【図１８】本発明の第３実施形態に係るコネクタの嵌合及び離脱作業について説明するた
めの図である。
【図１９】従来におけるレバー式コネクタの斜視図である。
【図２０】従来におけるレバー式コネクタの側面図である。
【図２１】従来におけるレバー式コネクタの側面図である。
【図２２】従来におけるレバー式コネクタの雄ハウジングを雌ハウジングに嵌合するとき
の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の第１実施形態について図面を参照して説明する。図１は、本発明の第１
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実施形態に係る嵌合補助治具及びコネクタの斜視図である。図２は、本発明の第１実施形
態に係る嵌合補助治具の側面図である。図３は、本発明の第１実施形態に係る雌雄コネク
タの仮係止状態を示す図である。図４は、本発明の第１実施形態に係る仮係止状態の雌雄
コネクタに嵌合補助治具を装着した図である。図５は、本発明の第１実施形態に係る雌雄
コネクタを嵌合する経過を示す図である。図６は、本発明の第１実施形態に係る嵌合補助
治具を回動した図である。図７は、本発明の第１実施形態に係る雌雄コネクタを嵌合した
図である。図８は、本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具を取り外した図である。図
９は、本発明の第１実施形態に係る雌雄コネクタを側面図である。図１０は、本発明の第
１実施形態に係る雌雄コネクタのＡ－Ａ断面図である。図１１は、本発明の第１実施形態
に係る雌雄コネクタのＢ－Ｂ断面図である。図１２は、本発明の第１実施形態に係る嵌合
補助治具の汎用性を説明するための図である。図１３は、本発明の第１実施形態に係る嵌
合補助治具の汎用性を説明するための図である。図１４は、本発明の第１実施形態に係る
嵌合補助治具の汎用性を説明するための図である。図１５は、従来のレバー式コネクタの
レバーを排除した場合に不要となる構成部品を説明するための図である。
【００２３】
　はじめに、図１（ａ）、（ｂ）及び図２を参照して、本発明の第１実施形態に係る嵌合
補助治具及びコネクタの構成について説明する。
【００２４】
　図１（ａ）、（ｂ）に示すように、本発明の第１実施形態に係るコネクタ１０は、内部
に端子（図示せず）を収容した雌コネクタ２０と、雌コネクタ２０が挿入及び嵌合される
雄コネクタ３０から略構成されている。そして、後述する嵌合補助治具５０を回動するこ
とによってこの作用を利用して雌雄コネクタ２０、３０は嵌合される。
【００２５】
　雌コネクタ２０は、雌コネクタ２０の外側に突設され、嵌合補助治具５０の回動時に作
用点となる作用点突起２１と、雌コネクタ２０の外側に突設され、雄コネクタ２０に挿入
した際、雄コネクタ３０に係止する雌仮係止突起２２と、雌コネクタ２０の外側に突設さ
れ、後述する雄コネクタ３０の雄仮係止抜け止めと当接することにより、雌雄コネクタ２
０、３０を仮係止位置に保持される雌仮係止抜け止め２３を有するコネクタ本体２４から
構成されている。
【００２６】
　雄コネクタ３０は、上記雌コネクタ２０が挿入される嵌合フード３１と、雄コネクタ３
０の外側に突説され、嵌合補助治具５０の回動時に支点となる支点突起３２と、雄コネク
タ３０の内側に突設され、雌コネクタ２０が挿入された際、雌仮係止突起２２が乗り越え
られる雄仮係止突起３３と、雌仮係止抜け止め２３と当接することにより、雌雄コネクタ
２０、３０を仮係止位置に保持する雄仮係止抜け止め３４を有するコネクタハウジング３
５から構成されている。また、コネクタハウジング２５には、雌雄コネクタ２０、３０の
嵌合時に作用点突起２１が挿入される切欠部３６が設けられている。
【００２７】
　雌雄コネクタ２０、３０には、雌仮係止突起２２と雄仮係止突起３３が設けられている
一側とは対向する側の他側に雌雄コネクタ２０、３０の嵌合状態をロックするハウジング
ロック部４０が設けられている。
【００２８】
　図１及び図２に示すように、嵌合補助治具５０は、雄コネクタ３０に係合する治具係止
部５１と、雌コネクタ２０に係合する治具押し込み部５２から構成される治具引っ掛け部
５５と、治具引っ掛け部５５と一体に形成されて治具係止部５１を支点に治具引っ掛け部
５５を回動させることで治具押し込み部５２を回動させて雌コネクタ２０を雄コネクタ３
０に嵌合させる治具握り部６０から略構成されている。
【００２９】
　治具係止部５１は、雄コネクタ３０の支点突起３２に係合し、雌雄コネクタ２０、３０
を嵌合する際に支点となる切欠状の支点係合部５３を有している。また、治具押し込み部
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５２は、雌コネクタ２０の作用点突起２１に係合し、雌雄コネクタ２０、３０を嵌合する
際に作用点となる切欠状の凹部からなる作用点係合部５４を有している。
【００３０】
　治具引っ掛け部５５は、治具係止部５１及び治具押し込み部５２がそれぞれ形成された
一対の引っ掛け板部５６と、これらの引っ掛け板部５６間を連結する連結板部５７とでコ
字形形状に形成され、連結板部５７に治具握り部６０が一体に連結されている。また、治
具握り部６０は、嵌合補助治具５０の回動時に治具押し込み部５２近傍を下方に押圧する
ための力点となる力点操作部６１となっている。
【００３１】
　嵌合補助治具５０は、支点係止部５３を支点として治具握り部６０を回動することによ
ってこの作用を利用して雌雄コネクタ２０、３０を嵌合する。従って、嵌合補助治具５０
は、支点係合部５３と作用点係合部５４間の距離は、支点係合部５３と力点操作部６１間
の距離より短く構成されている。
【００３２】
　次に、図１から図１１を参照して、本発明の第１実施形態に係る雌雄コネクタ２０、３
０の嵌合作業について説明する。
【００３３】
　図１に示すように、雄コネクタ３０に雌コネクタ２０を挿入すると、図９から図１１に
示すように、雌仮係止突起２２が雄仮係止突起３３を乗り越え、雌仮係止抜け止め２３と
雄仮係止抜け止め３４が当接することにより、雌雄コネクタ２０、３０を仮係止位置に保
持する。雌雄コネクタ２０、３０を仮係止位置に保持することにより、嵌合補助治具５０
を装着し易くする。
【００３４】
　次に、図３に示すように、雌雄コネクタ２０、３０を仮係止位置に保持した後、嵌合補
助治具５０の引っ掛け板部５６を雌雄コネクタ２０、３０の外壁を滑らせることにより嵌
合補助治具５０を装着する。具体的には、図４及び図５に示すように、嵌合補助治具５０
の支点係合部５３を雄コネクタ３０の支点突起部３２に係合し、嵌合補助治具５０の押し
込み作用点係合部５４を雌コネクタ２０の作用点突起２１に係合する。
【００３５】
　次に、図５及び図６に示すように、嵌合補助治具５０を雌雄コネクタ２０、３０に係合
した後、嵌合補助治具５０の力点操作部６１を上方（図５及び図６のＦの方向）に回動す
ることによってこの作用を利用する。具体的には、嵌合補助治具５０の支点係合部５３を
支点として、作用点係合部５４が雌コネクタ２０の作用点突起部２１を下方に押圧し、雌
コネクタ２０を雄コネクタ３０に嵌合する。このように、治具握り部６０を回動すること
によってこの作用を利用して容易に雌雄のコネクタ２０、３０を嵌合することができる。
【００３６】
　また、図１（ｂ）に示すように、雌雄コネクタ２０、３０は、嵌合補助治具５０が装着
される一側とは対向する側の他側にハウジングロック部４０を有している。ハウジングロ
ック部４０は、嵌合補助治具５０の支点係合部５３が雄コネクタ３０の支点突起部３２を
下方に押圧した際に、治具引っ掛け部５５がハウジングロック部４０に当接しない位置に
設けられ、雌雄コネクタ２０、３０の嵌合状態をロックする。
【００３７】
　そして、図８に示すように、雌コネクタ２０を雄コネクタ３０に嵌合した後、嵌合補助
治具５０の引っ掛け板部５６を雌雄コネクタ２０、３０の外壁を滑らせることにより嵌合
補助治具５０を外し、雌雄コネクタ２０、３０の嵌合作業を終了する。このように、嵌合
補助治具５０を外すことにより、コネクタ１０の構成部品の重量を軽くすることができる
。
【００３８】
　次に、図１２から図１４を参照して本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具５０の汎
用性について説明する。
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【００３９】
　本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具５０は、雌雄コネクタ２０、３０の大きさが
異なる場合でも、同一の嵌合補助治具５０により雌雄コネクタ２０、３０を嵌合すること
が可能である。具体的には、図１２から図１４に示すように、雌雄コネクタ２０ａ、３０
ａ、雌雄コネクタ２０ｂ、３０ｂ、雌雄コネクタ２０ｃ、３０ｃはそれぞれ大きさが異な
っている。しかしながら、雌コネクタ２０ａ～２０ｃの作用点突起２１の直径Ａがいずれ
も同一の直径であり、雄コネクタ３０ａ～３０ｃの支点突起３２の直径Ｂがいずれも同一
の直径であり、作用点突起２１と支点突起３２の間Ｃを同一の距離に配置されている場合
、雌雄コネクタ２０ａ～２０ｃ、３０ａ～３０ｃの大きさが異なる場合であっても、同一
の嵌合補助治具５０により雌雄コネクタ２０ａ～２０ｃ、３０ａ～３０ｃを嵌合すること
ができる。従って、一種類の嵌合補助治具５０で複数種類の大きさの雌雄コネクタ２０、
３０を嵌合することにより、汎用性が高い嵌合補助治具５０及びこれを用いた雌雄コネク
タ２０、３０となる。
【００４０】
　次に、図１５、図２０から図２３を参照して、本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治
具を用いた雌雄コネクタの効果について説明する。
【００４１】
　図２０から図２３に示すように、従来のレバー式コネクタ１００は、レバー１１５を雌
ハウジング１１９に係合させて支点とし、レバー１１５を下方に押圧して回動させること
によって雌雄のハウジング１１３、１１９を嵌合させる。このため、図１５に示すように
、レバー式コネクタ１００は、雄のハウジング１１３に収容した複数の端子を係止する端
子絡みつき突起１０５、レバー１１５を平常状態で長手方向の一側から他側にかけて上方
に傾斜させて仮係止するための仮係止突起１０６、雌ハウジング１１９側に設けられた案
内溝（図示せず）へ雄ハウジング１１３を案内するためのリブ１０７、雄ハウジング１１
３と雌ハウジング１１９の嵌合方向の前端側である下方にレバー１１５が回動するのを防
止するレバー回転防止形状１０８、雄ハウジング１１３と雌ハウジング１１９の嵌合後、
レバー１１５が上方に浮き上がるのを防止するためのレバー浮き上がり防止形状１０９を
有する必要がある。
【００４２】
　しかしながら、本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具５０を用いた雌雄コネクタ２
０、３０は、嵌合補助治具５０を雌雄コネクタ２０、３０に係合した後、嵌合補助治具５
０の力点操作部６１を上方に回動することにより、嵌合補助治具５０の支点係合部５３を
支点として、作用点係合部５４が雌コネクタ２０の作用点突起部２１を下方に押圧し、雌
コネクタ２０を雄コネクタ３０に嵌合するため、嵌合後、嵌合補助治具５０を外すことが
できる。従って、従来のレバー式コネクタ１００と比較して、本発明の第１実施形態に係
る嵌合補助治具５０を用いた雌雄コネクタ２０、３０は、端子絡みつき突起１０５、仮係
止突起１０６、リブ１０７、レバー回転防止形状１０８、レバー浮き上がり防止形状１０
９を削除、又は改良することができる。
【００４３】
　このように、本発明の第１実施形態に係る雌雄コネクタ２０、３０を嵌合させる嵌合補
助治具５０は、雄コネクタ３０に係合する治具係止部５１と、雌コネクタ２０に係合する
治具押し込み部５２とからなる治具引っ掛け部５５と、治具引っ掛け部５５と一体に形成
されて、治具係止部５１を支点に治具引っ掛け部５５を回動させることで治具押し込み部
５２を回動させて、雌コネクタ２０を雄コネクタ３０に嵌合させる。そのため、雌雄のコ
ネクタ２０、３０を嵌合させた後、嵌合補助治具５０を外すことでコネクタ１０の構成部
品の重量を軽くすることができる。
【００４４】
　また、雌雄コネクタ２０、３０を嵌合させた後、嵌合補助治具５０を外すため、嵌合後
に嵌合補助治具５０を係止するための構成部品を削除することができる。
【００４５】
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　従って、従来の雌雄のコネクタを嵌合させた後、レバーを装着したままのレバー式コネ
クタと比較して、構成部品点数及び構成部品の重量が少なく、製造コストの低減を図るこ
とができる嵌合補助治具５０及びこれを用いたコネクタ１０を提供することが可能となる
。
【００４６】
　また、本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具５０の治具引っ掛け部５５は、治具係
止部５１及び治具押し込み部５２がそれぞれ形成された一対の引っ掛け板部５６と、これ
らの引っ掛け板部５６間を連結する連結板部５７とでコ字形形状に形成され、連結板部５
７に治具握り部６０が形成されている。このため、治具係止部５１を支点として治具握り
部６０を回動することによってこの作用を利用して、容易に雌雄コネクタ２０、３０を嵌
合させることができる。
【００４７】
　さらに、本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具５０の治具係止部５１は、雄コネク
タ３０の支点突起３２に係合する切欠状の支点係合部５３であり、治具押し込み部５２は
、雌コネクタ２０の作用点突起２１に係合する作用点係合部５４である。このため、雄コ
ネクタ３０の支点突起３２、及び、雌コネクタ２０の作用点突起２１の直径が同一であり
、雄コネクタ３０の支点突起３２と雌コネクタ２０の作用点突起２１間が同一であれば、
雌雄コネクタ２０、３０が異なる場合であっても、同一の嵌合補助治具５０により雌雄コ
ネクタ２０、３０を勘合することが可能である。従って、一種類の嵌合補助治具５０で複
数種類の大きさのコネクタ１０を嵌合することにより汎用性の高い嵌合補助治具５０及び
これを用いたコネクタ１０を提供することができる。
【００４８】
　また、本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具５０を用いて雌雄コネクタ２０、３０
が嵌合するコネクタ１０は、雌コネクタ２０の外側に突設された雌仮係止抜け止め２３と
、雄コネクタ３０の内側に突説された雄仮係止抜け止め３４が当接することにより、雌雄
コネクタ２０、３０を仮係止位置に保持する。そのため、嵌合補助治具５０を装着し易く
なり、容易に雌雄のコネクタ２０、３０を嵌合させることができる。
【００４９】
　次に、図１６を参照して、本発明の第２実施形態について説明する。図１６は、本発明
の第２実施形態に係る嵌合補助治具及びコネクタの斜視図である。
【００５０】
　また、第２実施形態に係る嵌合補助治具５０及びコネクタ１０は、上述した本発明の第
１実施形態に係る嵌合補助治具５０及びコネクタ１０と略同様の構成等を有するため、同
様の構成に関しては、説明を省略するものとする。また、嵌合補助治具５０及びコネクタ
１０と対応する構成要素には同一の符号を付して説明することとする。
【００５１】
　図１６に示すように、本発明の第２実施形態に係る嵌合補助治具５０の治具引っ掛け部
５５は、治具係止部５１及び治具押し込み部５２がそれぞれ形成された一対の引っ掛け板
部５６と、これらの引っ掛け板部５６間を連結する連結板部５７とでコ字形形状に形成さ
れている。このため、嵌合補助治具５０の連結板部５７を上方（図１６のＧ方向）に回動
することによってこの作用を利用する。具体的には、嵌合補助治具５０の支点係合部５３
を支点として、作用点係合部５４が雌コネクタ２０の作用点突起部２１を下方に押圧し、
雌コネクタ２０を雄コネクタ３０に嵌合する。このように、連結板部５７を上方に回動す
ることによってこの作用を利用して容易に雌雄コネクタ２０、３０に嵌合することができ
るため、治具握り部６０を削除することができる。
【００５２】
　このように、本発明の第２実施形態に係る嵌合補助治具５０は、嵌合補助治具５０の力
点操作部６１を削除することにより、上述した第１実施形態に係る嵌合補助治具５０及び
コネクタ１０と比較して、より構成部品点数及び構成部品の重量を少なくすることが可能
となる。
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【００５３】
　また、治具握り部６０を削除した場合、連結板部５７が力点となるため、視点係合部５
３と連結板部５７間の距離は、視点係合部５３と作用点係合部５４間の距離より長く構成
することにより、容易に雌雄のコネクタ２０、３０を嵌合させることができる。
【００５４】
　次に、図１７及び図１８を参照して、本発明の第３実施形態について説明する。図１７
及び図１８は本発明の第３実施形態を示し、図１７は、本発明の第３実施形態に係る嵌合
補助治具の側面図である。図１８は、本発明の第３実施形態に係るコネクタの嵌合及び離
脱作業について説明するための図である。
本発明の第１実施形態に係る嵌合補助治具５０及びコネクタ１０と略同様の構成等を有す
るため、同様の構成に関しては、説明を省略するものとする。また、嵌合補助治具５０及
びコネクタ１０と対応する構成要素には同一の符号を付して説明することとする。
【００５５】
　はじめに、図１７を参照して、本発明の第３実施形態に係る嵌合補助治具について説明
する。
【００５６】
　図１７に示すように、嵌合補助治具５０は、雄コネクタ３０に係合する治具係止部５１
と、雌コネクタ２０に係合する治具押し込み部５２から構成される治具引っ掛け部５５と
、治具引っ掛け部５５と一体に形成されて、治具係止部５１を支点に治具引っ掛け部５５
を回動させることで治具押し込み部５２を回動させて、雌コネクタ２０を雄コネクタ３０
に嵌合させる治具握り部６０から略構成されている。
【００５７】
　治具係止部５１は、雄コネクタ３０の支点突起３２に係合する切欠状の支点係合部５３
を有している。また、治具押し込み部５２は、雌コネクタ２０の作用点突起２１に係合す
る押し込み作用点係合部５４を有している。
【００５８】
　また、本発明の第３実施形態に係る嵌合補助治具５０の治具引っ掛け部５５は、嵌合状
態の雌雄コネクタ２０、３０の一方に係合し、治具係止部５１を支点に治具引っ掛け部５
５を雌雄コネクタ２０、３０を抜き出す治具抜き出し部７０を有している。治具抜き出し
部７０は、雌コネクタ２０の作用点突起２１に係合する切欠状の凹部からなる抜き出し作
用点係合部７１を有している。
【００５９】
　次に、図１８を参照して、本発明の第３実施形態に係る雌雄コネクタ２０、３０の離脱
作業について説明する。
【００６０】
　図１８（ａ）に示すように、嵌合された雌雄コネクタ２０、３０の外壁を滑らせること
により嵌合補助治具５０を装着する。具体的には、図１８（ｂ）に示すように、嵌合補助
治具５０の支点係合部５３を雄コネクタ３０の支点突起部３２に係合し、嵌合補助治具５
０の抜き出し作用点係合部７１を雌コネクタ２０の作用点突起２１に係合する。
【００６１】
　次に、図１８（ｃ）及び図１８（ｅ）に示すように、嵌合補助治具５０を雌雄コネクタ
２０、３０に係合した後、嵌合補助治具５０の力点操作部６１を下方（図１８（ｃ）のＨ
の方向）に回動することにより、嵌合補助治具５０の支点係合部５３が雄コネクタ３０の
支点突起３２を上方に押し上げ、雄コネクタ３０から雌コネクタを離脱する。
【００６２】
　そして、図１８（ｆ）に示すように、雄コネクタ３０から雌コネクタを離脱した後、嵌
合補助治具５０の引っ掛け板部５６を雌雄コネクタ２０、３０の外壁を滑らせることによ
り嵌合補助治具５０を外すことにより、雌雄コネクタ２０、３０の離脱作業を終了する。
【００６３】
　このように、本発明の第３実施形態に係る嵌合補助治具５０の治具引っ掛け部５５には
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、嵌合状態の雌コネクタ２０に係合し、治具係止部５１を支点に治具引っ掛け部５５を雌
雄コネクタ２０、３０の嵌合時と逆方向に回動させることで雄コネクタ３０から雌コネク
タ２０を抜き出す治具抜き出し部７０を有する。このため、一種類の嵌合補助治具５０で
コネクタ１０の嵌合及び離脱することができ、さらに、嵌合用と離脱用の補助嵌合治具を
作成する必要がないのでコストの低減を図ることができる。
【００６４】
　以上、本発明の嵌合補助治具及びこれを用いたコネクタを図示の実施形態に基づいて説
明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を有する
任意の構成のものに置き換えることができる。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明は、コネクタを嵌合する際に、構成部品点数及び構成部品の重量が少なくし、製
造コストの低減を図る上で極めて有用である。
【符号の説明】
【００６６】
　１０　　コネクタ
　２０　　雌コネクタ
　２１　　作用点突起
　２２　　雌仮係止突起
　２３　　雌仮係止抜け止め
　２４　　コネクタ本体
　３０　　雄コネクタ
　３１　　嵌合フード
　３２　　支点突起
　３３　　雄仮係止突起
　３４　　雄仮係止抜け止め
　３５　　コネクタハウジング
　３６　　切り欠き部
　４０　　ハウジングロック部
　５０　　嵌合補助治具
　５１　　治具係止部５１
　５２　　治具押し込み部５２
　５３　　支点係合部
　５４　　押し込み作用点係合部
　５５　　治具引っ掛け部
　５６　　引っ掛け板部
　５７　　連結部
　６０　　治具握り部
　６１　　力点操作部
　７０　　治具抜き出し部
　７１　　引っ掛け作用点係合部
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